
              公 示 第 ４ 号 

  最終改正 公 示 第 1 号 

令和６年 ２ 月 28 日 

 

 

清水港における船舶と陸地との間の交通場所並びに 

貨物の積卸場所の指定について 

 

 

  清水港における関税法第２４条第１項の規定による本邦と外国との間を往来する船舶

と陸地との間の交通場所並びに貨物の積卸場所を下記のように指定したので、関税法施 

行令第２２条第１項の規定により公告する。 

昭和３０年１２月３日付名古屋税関長公示第３０号及び昭和４１年８月１６日付清水

税関支署長公示第３号は廃止する。 

 

昭和４２年１１月１３日 

 

清水税関支署長  沢 田 光 雄 

 

記 

 

１．本邦と外国との間を往来する船舶と陸地との間の交通場所 

外  国  往  来  船  交  通  経  由  場

(1) 日の出１号及び２号岸壁にけい留する船

舶 

左欄に掲げる岸壁に設置された保安 

用フェンス等の開門ゲート又は清水

港国際クルーズターミナル 

(2) 富士見ふ頭１号及び２号岸壁にけい留す 

る船舶 

左欄に掲げる各けい留岸壁 

(3) 富士見ふ頭３号から７号までの岸壁にけ 

い留する船舶 

左欄に掲げる岸壁に設置された保安 

用フェンス等の開門ゲート 

(4) 新興津ふ頭１号及び２号岸壁にけい留す

る船舶 

左欄に掲げる岸壁に設置された保安 

用フェンス等の開門ゲート 

(5) 興津第１ふ頭１号から３号までの岸壁に 

けい留する船舶 

左欄に掲げる岸壁に設置された保安 

用フェンス等の開門ゲート 

(6) 興津第１ふ頭４号及び５号岸壁にけい留 

する船舶 

左欄に掲げる各けい留岸壁 

(7) 興津第２ふ頭６号から１４号までの岸壁 

にけい留する船舶 

左欄に掲げる岸壁に設置された保安 

用フェンス等の開門ゲート 

(8) 袖師第１ふ頭１号から４号までの岸壁に 

けい留する船舶 

左欄に掲げる各けい留岸壁 

(9) 袖師第１ふ頭５号から８号までの岸壁に 

けい留する船舶 

左欄に掲げる岸壁に設置された保安 

用フェンス等の開門ゲート 

(10)袖師第１ふ頭９号から１４号までの岸壁 

にけい留する船舶 

左欄に掲げる岸壁に設置された保安 

用フェンス等の開門ゲート 



外 国  往  来  船  交  通  経  由  場

(11)袖 師 第 １ ふ 頭 １ ５ 号 岸 壁 に け い 留 す る

船舶 

左欄に掲げるけい留岸壁 

(12)袖 師 第 ２ ふ 頭 １ ６ 号 岸 壁 に け い 留 す る

船舶 

左欄に掲げる岸壁に設置された保安

用フェンス等の開門ゲート 

(13)袖師第２ふ頭１７号及び１８号岸壁にけ

い留する船舶 

左欄に掲げる岸壁に設置された保安

用フェンス等の開門ゲート 

(14)江尻ふ頭１号から１８号までの岸壁にけ

い留する船舶 

左欄に掲げる各けい留岸壁 

(15)Ｊ－オイルミルズドルフィン岸壁にけい

留する船舶 

株式会社Ｊ－オイルミルズ正面受付

前通路 

(16)Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ シ ー バ ー ス Ｎ ｏ .１ 岸 壁 に け

い留する船舶 

ＥＮＥＯＳ株式会社清水油槽所正面

受付前通路 

(17)日本軽金属岸壁にけい留する船舶 日本軽金属株式会社清水工場正面受

付前通路 

(18)アイ・テック岸壁にけい留する船舶 株式会社アイ・テック正面受付前通

路 

(19)カナサシ重工１号から３号までの岸壁に

けい留する船舶 

株式会社カナサシ重工表門守衛所前

通路 

(20)上記各欄に掲げる船舶及び上記各欄に掲

げる船舶以外の船舶 

清水港湾合同庁舎西側護岸北端より

同護岸に沿って南西へ５０ｍまでの

場所及び、同北端より同護岸に沿っ

て東へ６０ｍまでの場所 

 

２．貨物の積卸場所 

場所の名称 所  在  地  備  考  

(1) 日の出埠頭 

１号及び２号岸壁 

 

静岡市清水区日の出町３０－２、

３４－１、１０９－１、１０９－

５、１１０、１１１－１ 

 

(2) 富士見埠頭 

６号及び７号岸壁 

静岡市清水区清開１１５－１  

(3) 興津第１及び第２ふ頭 

１号から１４号までの岸壁 

静岡市清水区興津清見寺町 

１ ３ ７ ５ － １ ９ 、 １ ３ ７ ５ － ２

９、１３７５－３２、１３７５－

３５、１３７５－３６、１３７５

－３９、１３７５－４１、１３７

５－４３、１３７５－１１０、１

３７５－１１９ 

 

(4) 袖師第１埠頭 

５号から８号までの岸壁 

静岡市清水区横砂字御林脇 

４０７－１７、４０８－２２ 

 

(5) 新興津埠頭 

１号及び２号岸壁 

静岡市清水区興津清見寺町１３７

８及び１３７８地先 

 



場所の名称 所  在  地  備  考  

(6) 清 水港湾 合 同 庁 舎西 側 護 岸 北

端 よ り 同 護 岸 に 沿 っ て 南 西 へ

５ ０ メ ー ト ル ま で の 場 所 及 び

東へ６０メートルまでの場所 

静岡市清水区日の出町４０－２、

４１－２ 

船 用 品 、 携

帯 品 及 び 別

託 送 品 に 限

る。 

(7) 富士見埠頭 

１号から５号までの岸壁 

静岡市清水区清開１２２－１、 

１３４－７ 

 

(8) 袖師第１埠頭 

１号から４号まで、９号から

１５号までの岸壁 

静岡市清水区横砂字御林脇 

４０８－１３、４０８－１７、 

４０８－２２ 

 

(9) 袖師第２埠頭 

１６号から１８号までの岸壁 

静岡市清水区横砂字御林脇 

２２５２－１０ 

 

(10)ＥＮＥＯＳシーバース№１岸 

  壁  

静岡市清水区袖師町  

(11)江尻埠頭 

１号から１８号までの岸壁 

静 岡 市 清 水 区 島 崎 町 １ ４ ９ － ３

６、１５０－１、１７４４－１、 

１７９－３、１９７４－２、 

１９７４－３、１５７６－６１ 

 

(12)Ｊ － オ イ ル ミ ル ズ ド ル フ ィ ン

岸壁 

静岡市清水区新港町  

(13)日本軽金属岸壁 静岡市清水区三保４０２５－３０  

(14)アイ・テック岸壁 静岡市清水区三保３８７－９  

(15)カナサシ重工１号から３号ま 

での岸壁 

静岡市清水区三保４９１－１  

（注）「場所の名称」は、港湾管理者が公示したもの又は企業により港湾管理者あ て

に届出たものである。 


